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２．５ 虐待の再発防止と必要な措置 

 

老人福祉法または介護保険法の規定に基づく事実確認の結果、高齢者虐待（人格尊重 

義務違反、入所者の処遇に関し不当な行為や運営に関し入居者の利益を害する行為）の 

事実が確認された養介護施設等に対しては、虐待の再発防止のため、要因分析、必要な 

権限の行使、モニタリング・評価、事案終結に向けた対応を行っていくことになります。 

指導監督担当部署においては、立入検査等に基づく事実確認の結果、高齢者の被害の 

程度、故意性、組織性、悪質性の有無等を整理し、事業所に対する老人福祉法及び介護 

保険法に基づく改善指導、命令（老人福祉法に限る。）、指定の取消しや効力停止等の行政 

処分の必要性を検討し、対応（措置）を行っていくことから、老人福祉法、介護保険法 

及び高齢者虐待防止法の各担当部局が密接に連携し対応していくことが不可欠です。 

 なお、介護保険法に基づく監査の実施や行政処分等の実施及び処分の程度の決定に 

当たっては、介護保険法関係法令の規定の他、厚生労働省老健局から発出されている通知 

（監査指針や監査マニュアル）や市で作成した監査実施要綱を参照したり、厚生労働省、 

令和４年度老人保健健康増進等事業「指定介護サービス事業所等に対する「監査マニュ 

アル（仮称）」の策定に関する調査研究事業」においてまとめられた「処分基準の考え方 

の例」を参照します。 

 有料老人ホームの場合の指導監査については、厚生労働省老健局から発出されている 

通知「有料老人ホーム指導監督の手引き（2訂版）を参照します。 

 また、高齢者虐待に該当する身体的拘束等が確認された場合は、上記に示した措置に 

加えて、身体的拘束等の原則禁止規定、ならびに身体拘束廃止未実施減算との関係を確認 

し、「（Ⅰ高齢者虐待防止の基本、１高齢者虐待とは、１.２高齢者虐待の捉え方、３）身体 

的拘束等に対する考え方」に記載の措置を実施します。 

身体的拘束等の原則禁止や記録に関する規定（以下「身体的拘束等の原則禁止規定」と 

いう。）があり、かつ身体拘束廃止未実施減算の対象となる施設・事業所においては、 

記録の不備や運営基準違反等が認められた場合に必要な措置を検討するとともに、身体 

拘束廃止未実施減算も適用することとなります。また、減算対象ではないものの身体的 

拘束等の原則禁止規定がある施設・事業所においては、記録の不備や運営基準違反が 

認められた場合に必要な措置を検討します。 
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 高齢者虐待防止措置についても、運営基準違反が認められた場合に減算等必要な措置を 

検討します。 

 なお、有料老人ホームについても、有料老人ホームの運営指導指針において、身体的拘束 

等の原則禁止規定ならびに身体拘束廃止未実施減算の要件と同等の身体的拘束等の適正化の 

ための措置及び高齢者虐待防止措置が示されていますので、これを踏まえ、老人福祉法に 

照らして必要な措置を行います。 

 

１）提出された改善計画の内容チェック 

事実確認の結果や指導通知から期限を定め（提出期限は通知後１か月以内が望ましい 

 と考えられます）、当該養介護施設等に対して、改善計画書の提出を求めます。 

 養介護施設等から提出された改善計画書は、以下の点を踏まえて内容を検討すること 

が必要であり、改善計画に記された取組内容が不十分である場合や、具体性や実現性が 

ないなど、改善計画の内容が不十分と考えられる場合は、養介護施設等に対して修正 

するよう指導を行います。 

  なお、指導を行う根拠規定については、介護保険法に基づく施設・事業所の指定権者 

 が都道府県の場合、都道府県は介護保険法、市町村は老人福祉法第５条の４第２項第 2号、 

有料老人ホームの場合は、都道府県は老人福祉法、市町村は老人福祉法第５条の４第 

２項第 2号に基づいて実施することとなります。 

 

改善計画のチェック事項（例） 

□市町村が指摘した事項が改善取組として網羅されているか 

 □改善取組の目標や達成時期が明確になっているか（短期・中長期に達成すべきこと等） 

 □改善取組の具体的方法が示されているか 

 □改善取組のために適切な職員（役職者等）が割り振られているか 

 □改善計画の作成には経営者層・管理者層や職員全員が関わっているか 

 □改善計画は経営層の責任において作成されているか 

 □改善取組を担保するための仕組みの実効性はあるか、等 

 

  出典：平成２３年度 東京都区市町村職員等高齢者権利擁護研修 養介護施設従業者等による高齢者虐待 

対応研修講義資料（財団法人東京都福祉保健財団）を一部修正 
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改善計画の具体的な作成方法などについて、養介護施設等が、県や市に支援を求める 

場合も考えられます。その場合は、指摘した指導内容に対してどのような方法で取り 

組むことが必要であるなどの助言を行い、虐待等の再発防止のための取組を促すことが 

必要です。 

  また、養介護施設等のみでは十分な取組が困難と思われる事項や、県や市が関与できる 

事項については、支援方法を検討するなどして積極的に改善取組に協力する姿勢が求めら 

れます。 

 ※養介護施設等から提出された改善計画の内容については、指定権限等を有する県の担当 

  職員と協議します。改善計画の内容のヒアリング等に県の担当職員が同席することに 

  より、より実効性の高い改善取組内容への修正も可能になると考えられます。 

 

２）改善取組を担保するための方法 

養介護施設等の改善計画を行うための工夫には様々な方法があると考えられます。 

以下に示す方法を参考としつつ、それぞれの地域の実情や事業案内に合わせたモニタ 

リング方法を検討し、養介護施設等の改善取組を促すことが必要です。 

改善計画を促すための方法（例） 

 

□施設・事業所内の高齢者虐待防止検討委員会に第三者委員の参加を促し、定期的 

に改善取組の評価を行う。委員会等に市町村職員が参加したり、市町村に定期的 

に報告を行う。 

  □施設・事業所の苦情対応に第三者委員を導入することや介護サービス相談員（※） 

   を受け入れるなど、常に第三者の目が入る環境を整える。 

 □当該施設・事業所内で定期的に自己評価を実施し、何がどこまで改善しているのか、 

未達成の課題は何かなどを整理して市町村へ報告する。 

 □都道府県がホームページなどで公開している第三者評価の結果から優れた取組みを 

参考にする。  

 

※「介護サービス相談員派遣事業の実施について」平成１８年５月２４日老計発０５２４第１号 
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３）改善計画書の受理と改善報告書の提出及び評価時期の設定 

  改善計画の内容が適切であると判断された場合は、改善計画書を受理します。その際、 

改善取組に対する改善報告書の提出とモニタリング・評価を行うための時期を定めておき 

ます。改善状況の経過を報告等で把握しながら、一定期間後には最終的な改善報告書の 

提出を求め、改善取組の評価が行われることを養介護施設等に伝達することが必要です。 

  なお、受理した改善計画書の内容や改善報告書の提出とモニタリング・評価の時期に 

ついては、都道府県へも報告を行い、情報を共有することが重要です。 

 


